
 

1 

 

地域再生計画 

 

１ 地域再生計画の名称 

板倉町まち・ひと・しごと創生推進計画 

 

２ 地域再生計画の作成主体の名称 

群馬県邑楽郡板倉町 

 

３ 地域再生計画の区域 

群馬県邑楽郡板倉町の全域 

 

４ 地域再生計画の目標 

本町の人口は、1955年の 19,429人をピークに減少しており、15,015人（平成 27

年国勢調査）まで落ち込んでいる。国立社会保障・人口問題研究所によると、令和

27年には平成 27年比で総人口が約 66.07％である 9,921人となる見込みである。 

人口の減少は、2011年から継続して出生者数が 100人を割り込んでいること（自

然減）や、若者が町外に流出するなどして、６年連続で転出超過の状況が続いてい

ること（社会減）などが原因と考えられる。 

人口が減少し続けると、生産年齢人口の減少や地域内の消費の減少、それに伴う

町内総生産の減少も見込まれることから、地域経済の成長する力が低下すると考え

られる。また、高齢化も進行することで地域活動の担い手が減少し、コミュニティ

や集落機能を維持することが難しくなっていくと予想されている等、様々な影響が

懸念されている。 

これらの課題に対応するため、次の事項を基本目標に掲げ、町民の結婚・妊娠・

出産・子育ての希望の実現を図り自然増につなげる。また、移住を促進するととも

に、安定した雇用の創出や地域を守り活性化するまちづくり等を通じて、社会減に

歯止めをかける。 

・基本目標１ 【雇用】農業や商工業などの産業振興を図り、新たな雇用機会を創

出する 

・基本目標２ 【子育て・福祉】若い世代が魅力を感じ、安心して結婚や子育てが
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できる地域社会をつくる 

・基本目標３ 【移住・交流】町の魅力を活用し、移住・交流人口を増やす 

・基本目標４ 【地域づくり】様々な連携のもと、安全・安心な、元気で活気のあ

る地域づくりを行う 

 

【数値目標】 

５－２の

①に掲げ

る事業 

ＫＰＩ（ＫＧＩ） 

現状値 

（計画開始時点

） 

目標値 

（令和 6年度） 

達成に寄与する

地方版総合戦略

の基本目標 

ア 

事業所数 576事業所 600事業所 

基本目標１ 

雇用 

従業者数 5,408人 6,219人 

イ 

合計特殊出生率 0.81 1.35 
基本目標２ 

子育て・福祉 
婚姻率 1.7 4.0 

ウ 

年間社会増減数 -30人 ＋50人 
基本目標３ 

移住・交流 
板倉東洋大前駅一日

平均乗降人員数 
3,966人 4,362人 

エ 

相互利用公共施設数 444 450 

基本目標４ 

地域づくり 

防災協定締結数 33 38 
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５ 地域再生を図るために行う事業 

５－１ 全体の概要 

５－２のとおり。 

 

５－２ 第５章の特別の措置を適用して行う事業 

○ まち・ひと・しごと創生寄附活用事業に関連する寄附を行った法人に対する

特例（内閣府）：【Ａ２００７】 

① 事業の名称 

板倉町まち・ひと・しごと創生事業 

ア 農業や商工業などの産業振興を図り、新たな雇用機会を創出する事業 

イ 若い世代が魅力を感じ、安心して結婚や子育てができる地域社会をつく

る事業 

ウ 町の魅力を活用し、移住・交流人口を増やす事業 

エ 様々な連携のもと、安全・安心な、元気で活気のある地域づくりを行う

事業 

② 事業の内容 

ア 農業や商工業などの産業振興を図り、新たな雇用機会を創出する事業 

町の農・工・商業について従事者高齢化への対応や地域の産業の育成

を図るほか、就業ニーズとのマッチング支援や新規創業支援などを通じ

雇用拡大を図る事業。 

      【具体的な施策】 

       ・認定農業者への支援 

       ・板倉町商工会への支援 

       ・新規創業者を対象とした相談体制の構築           等 

イ 若い世代が魅力を感じ、安心して結婚や子育てができる地域社会をつく

る事業 

若い世代における結婚から妊娠、出産、子育てまでを支援する体制を

拡充し、福祉や保育環境の充実により、安心して産み育てることのでき

る環境づくりを行う事業。 

      【具体的な施策】 
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       ・若年層へ結婚から妊娠、出産、子育てまでを支援 

       ・若年層が地域に魅力を感じるための支援           等 

ウ 町の魅力を活用し、移住・交流人口を増やす事業 

観光施策の強化による交流人口の拡大を図るほか、教育環境の充実や

町の魅力の広報、移住・定住施策の拡充などを通じ、町外からの移住・

定住の促進を図る事業。 

      【具体的な施策】 

       ・観光の充実など交流人口を図る 

       ・移住定住につながる支援                  等 

エ 様々な連携のもと、安全・安心な、元気で活気のある地域づくりを行う

事業 

安全・安心な環境を整えるため、空き家の適正管理や防犯対策、災害

対策を進めるほか、他自治体や大学との連携を深め、元気な地域づくり

に向けた地域コミュニティの活性化や健康づくりの推進を図る事業。 

      【具体的な施策】 

       ・安全安心なまちとするための施策 

       ・地域コミュニティの活性化につながる施策          等 

③ 事業の実施状況に関する客観的な指標（重要業績評価指標(ＫＰＩ)） 

４の【数値目標】に同じ。 

④ 寄附の金額の目安 

100,000千円（令和２年度～令和６年度累計） 

⑤ 事業の評価の方法（ＰＤＣＡサイクル） 

毎年度、外部有識者等で構成する検証組織を設置し、その方向性や具体

案について審議・検討を行う。また、この効果検証については、各分野の

具体的な施策に対して設定した、客観的な重要業績評価指標（ＫＰＩ）を

もとに、毎年度３月頃に効果検証を行い、翌年度以降の施策の方針に反映

させる。また、効果検証後は速やかに板倉町公式ＷＥＢサイト上で公表す

る。 

⑥ 事業実施期間 

2020年４月１日から 2025年３月 31日まで 
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 ５－３ その他の事業 

   該当なし 

 

６ 計画期間 

2020年４月１日から 2025年３月 31日まで 


